
市町村民税所得割が課税されているか確認する方法（幕別町民の場合）

①：給与（勤務先）から市町村民税が天引きされている場合（特別徴収の場合）
毎年度５月頃に勤務先から送付される「給与所得等に係る町民税・道民税・森林環境税 特別徴収
税額の決定・変更通知書（納税義務者用）」から確認することが可能です。

囲んでいる部分の『所得割』の欄に金額が入っている場合は幕
別町の修学支援資金の支援対象要件を満たしています。
※『均等割』の欄のみに金額が入っている場合は、北海道で実
施する北海道公立高校生等奨学給付金若しくは奨学のための給
付金（高校生等奨学給付金）の支援対象要件を満たすため、幕
別町の修学支援資金は対象となりません。
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②：給与（勤務先）から市町村民税が天引きさ
れていない場合（普通徴収の場合）
毎年度６月中旬に幕別町役場税務課から郵送
される「納税通知書」から確認することが可能
です。

囲んでいる部分の町民税の『所得割』の欄に金額
が入っている場合は幕別町の修学支援資金の支援
対象要件を満たしています。
※町民税の『均等割』の欄のみに金額が入ってい
る場合は、北海道で実施する北海道公立高校生等
奨学給付金若しくは奨学のための給付金（高校生
等奨学給付金）の支援対象要件を満たすため、幕
別町の修学支援資金は対象となりません。
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③：①、②いずれの方法でも
確認ができない場合
幕別町役場税務課窓口、札
内支所窓口、忠類総合支所地
域振興課窓口で「課税証明
書」の交付を受けることで確
認することが可能です。
ただし、交付手数料として
１年度１通につき３００円の
費用が発生いたします。

囲んでいる部分の『所得割』の欄に金額が入っ
ている場合は幕別町の修学支援資金の支援対象
要件を満たしています。
※『均等割』の欄のみに金額が入っている場合
は、北海道で実施する北海道公立高校生等奨学
給付金若しくは奨学のための給付金（高校生等
奨学給付金）の支援対象要件を満たすため、幕
別町の修学支援資金は対象となりません。
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